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■労働災害の発生状況
労働災害統計3)によると，木造家屋建築での丸のこ
盤による事故が多いようです（図1）。この場合，木
材加工工場にあるようないわゆる「昇降盤」といった
丸のこ盤は建築現場では設置しないと思われるため，
丸のこ盤は携帯型と推察されます。そのため，「丸の
こ等取扱作業従事者安全教育」という携帯型丸のこに
関しての4時間の講習も行われている状況です。これ
は携帯丸のこを片手で持ち，もう一方の手で材料を保
持して鋸断する際に丸のこが材料に挟まり，その反ぱ
つで飛んできた丸のこが身体に当たったり，材料を押
さえていた手指や脚部を切創したりする事故が多いた
めです。

また，木材・木製品，家具・装備品の製造でも丸の
こ盤による災害の割合が高く，取り扱いには注意が必
要です。丸のこ盤による事故といえば，回転している
刃に接触して切創するというのがまず想像されるとこ
ろですが，実はリッパなどによる縦挽きの際に材が反
ぱつすることによる死亡事故が事例集4) ではよく見ら
れます。
さらに厚生労働省HP「職場のあんぜんサイト」の
「機械災害データベース」5)で丸のこの災害事例を見
ると，例えば表2のような「うっかり」の事例も散見
されます。

事例集における事故の多くが，手順を守らなかっ
た，安全装置が無かった，装置を無効にしていた，機
械の稼働中に掃除などで近づいたなどといった人的な
理由がよく目につきます。事例の中には，マフラーや
スカーフが，回転するローラーに巻き込まれて死亡災
害となった事例もあり，実に痛ましい限りです。この
ような「不安全行動」の作業者を注意・指導するのが
作業主任者の職務になります。
労働災害の頻度，深刻度を表す指標として，度数率
と強度率があります。度数率は100万延べ実労働時間
に対する被災者の延べ数，強度率は1,000時間延べ実
労働時間に対する損失労働日数です。損失労働日数は
死亡災害を7,500日とし，残った身体障害や休業日数
を定められた表や式で換算した日数で算出されます。
例えば，500人の事業場で1年間（週40時間×50週
×500人＝100万時間）に2人死亡する災害が発生した
とします。この場合の度数率は2.0となります。一方
強度率は7,500日×2人÷100万延べ実労働時間×1,000
時間＝15.00となります。
図2，3にの度数率と強度率2，6)を示します。製造業

全体の度数率と比較すると木材・木製品製造業では数
倍に及んでいます。さらに，中小規模の事業場の方が
度数率が高く，設備改善，訓練指導の改善で一層の安
全対策が望まれます。強度率は死亡等重大災害により
大きく左右されるので，死亡災害の根絶を目指さなけ
ればなりません1)。

 

「重傷：軽傷：ヒヤリ・ハットが1：29：300の比
率にある」で知られる「ハインリッヒの法則」によれ
ば，労働災害の背後には何千もの，機械などの不安全
状態と，人の不安全行動があります。そして，その割
合は1：9で，人の行動によるものが多いとされてい
るので，危険につながる「行動」をなくしていくこと
も，作業主任者の役割といえるでしょう。そうした
「些細な」ことを，こまめに潰していくことが労働災
害を減らすためには必要となります。
ニュースでは「なぜそのような行動を？」と思うよ
うな事故を目にすることがあります。「あのときこう

していれば」と事故後に後悔しても遅いのです。まし
てや，死亡事故ともなると取り返しがつきません。
「今朝，元気に出勤したのに」と泣く家族がいなくな
るよう，労働災害がなくなることを願ってやみませ
ん。

※本稿は，林業・木材製造業労働災害防止協会　北
海道支部の田村参与の助言をいただきました。
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■はじめに
木材加工用機械作業主任者とは，労働安全衛生法に
おいて定められている作業主任者のひとつです。労働
安全衛生法と同法関連の政令や規則では，労働災害を
防止するため，木材加工用機械を有する事業場におい
て行なう当該機械による作業については，木材加工用
機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「木
材加工用機械作業主任者（以下，「作業主任者」）」を
選任し，指揮，点検，措置および監視させることが義
務付けられています1)。
北海道での作業主任者技能講習の登録教習機関の一
つである林業・木材製造業労働災害防止協会（以下，
「林災防」）北海道支部では，講習を年2回程度開催
しており，筆者はこの講師を行っています。今回は作
業主任者技能講習の内容の一部である災害の発生状況
を中心に紹介します。

■技能講習について
林災防とは労働災害防止団体法に基づき，昭和39
年（1964年）9月1日に労働大臣（現：厚生労働大
臣）の許可により設立され，平成元年（1989年）7月
に特別民間法人化された団体です。林災防は林業，木
材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援する
ため，各種の事業を積極的に展開しています2)。
技能講習は，修了試験を含む16時間の講習で，そ
の内容と講習時間は表1のとおりです。受講資格は満
18歳以上で，(1)木材加工用機械による作業に3年以上
従事した経験を有する者，(2)その他厚生労働大臣が
定める者です。ただし，ポリテクセンターの木工科修
了者などで，知識に関する講義が免除になる場合があ
ります。
作業主任者を選任する義務があるのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤，面取り盤，ルーターを合計5台
以上（送材車付帯のこ盤を有する場合は3台以上）設
置する事業場です。携帯用の機械は対象外ですが，ス
タンドに設置する場合は対象となります。例えば，住
宅建築現場といった「木造家屋建築」でよく見る携帯
用の丸のこは対象外ですが，スタンドに付けると対象
の機械となります。
また，作業主任者の義務が必要のない事業場でも，
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」に基づ
き，次のとおり作業主任者講習を修了した者を配置す
ることが求められています。
「作業主任者の専任を要しない事業場において
は，安全確認者を選任し，その職務を行わせなけ
ればならない。この場合において，安全確認者に
は，前項の技能講習を修了したものから選任する
よう努めなければならない。」
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」第
312条2(平成29年7月28日厚生労働大臣認可，同
10月26日適用） 

域内調達率・循環率の向上の必要性が認識されるよう
になりました。

■ニセコ町の森林
ニセコ町の森林面積は13,252haで，町総面積の約7
割を占めます。森林資源は，全国および全道の状況に
比べて天然林率が高く，所有形態では私有林が5割，
道有林が5割近くを占め，残りは町有林で，国有林が
まったくないという特徴的な森林構成となっています
（表1）。樹種構成では，人工林は，面積比率ではトド
マツが多いものの，カラマツは9齢級～15齢級（林齢
45~75年）に集中していることから蓄積ではカラマツ
の方が多く，主伐時期の目安を超えています（図1）。

森林の管理は，町有林・私有林は主に南しりべし森
林組合が，道有林は羊蹄林産協同組合が担っていま
す。どちらも蘭越町に事業所を構える林業事業体で
す。林業従事者はニセコ町19人，蘭越町51人（2015
年国勢調査）で，ともに2000年に比べて増加してい
るものの，両町とも65歳以上の割合が全体の4分の1
程度を占めていることから，今後，必要な森林整備を
計画的に進めていくためには，将来にわたって林業従
事者を確保・育成していく必要があります。
町有林は，最近まで十分な間伐が行われていなかっ
たなど，計画的な森林整備がされていない状況にあり
ます。また，町有林および私有林の間に原野商法によ
る細分化された森林が点在し，その大半は不在地主や
所有者不明の状況であるため，森林の集約化や団地化
が難しいという問題を抱えています。

■ニセコ町の林業・木材加工事業者
2019年度，町が委託してとりまとめた「木材等の
域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書によると，
町の第1次産業事業者の山林所有者，森林整備・素材
生産を「森林整備・素材生産」，第2次産業事業者の
製材所を「素材加工」，第3次産業事業者の建設会
社・工務店等，木工製品製作所等を「製品加工・販
売」に分類し，最近の動向や関連する制度改正等の内
容を加えて，表2のように課題が整理されています。

この整理により，町産材の調達率向上に向けた最大
の課題は，「体系的継続的な森林整備が行われてこな
かったこと」にあることがわかりました。この課題が
原因で，計画的な素材生産が行われておらず，生産量
も限定的となっています。こうした背景から，素材加
工や製品加工を行う事業者が町内には存在せず，加工
の過程で近隣町村の事業者，さらには遠方の事業者へ
搬出する中で，他産地の木材と混合して取り扱われ，
「町産材としての木材が流通していない」という現状
につながっています。
町産材が流通していないため，ニーズがあっても調
達は極めて困難です。この課題を解決しない限り，持

続可能な域内循環は実現できません。そのため，森林
整備・素材生産の課題を解決する必要があります。

■町産材利用の現状
（1）薪
2015年に（公財）北海道環境財団が「家庭での
CO2排出実態調査」でニセコ町民300世帯に行ったア
ンケート（回収率27％）によると，回答者の約2割が
薪ストーブを所有しており，道内他自治体と比べると
ニセコ町の薪ストーブ所有率は突出していました。確
かに町内には住宅，飲食店，宿泊施設など多くの場所
に薪ストーブが設置されています。薪の調達は，個人

で自身が所有する林の木を伐採して利用したり，事業
者に直接問い合せて購入したりしているため，使用総
量は不明ですが，林業家，南しりべし森林組合などが
生産する薪が一定量流通しています。
4年ほど前から地域おこし協力隊の卒業生が，自伐
型林業に取り組んでおり，ニセコ町や周辺自治体の森
林から生産した薪が好評を得ているほか，トドマツ
エッセンシャルオイルやシラカバ樹皮のアクセサリー
なども製造しています。自伐型林業とは，高い採算性
を確保しながら，環境保全にも配慮した持続可能な林
業の方法です。

（2）公共建築での利用
2012年，ニセコ町民センターが大規模改修を経て
リニューアルオープンしました（写真1,2）。開口部の
省エネや外断熱の施工，重油ボイラーから地中熱ヒー
トポンプへの転換など省エネ・自然エネルギーの導入
に取り組んだほか，床材には地場産のシラカバを使用
しています。さらに，内部の共有スペースには町内の
木工作家さんによる椅子やテーブルを置いています。

2015年には，それまで小学校の空き教室を利用し
て行っていた学童保育が，児童数の増加により空き教
室が利用できなくなったことから，ニセコこども館
（学童保育施設）を新たに建設しました（写真3,4）。
翌年から運営を開始したこの建物は，町内で伐採した
カラマツを大断面集成材に加工し，構造材や柱に利用
しているほか，内装や断熱材にも木材を使用していま
す。暖房は地中熱ヒートポンプを採用し，建物全体の
断熱強化（窓ガラス三重構造等）により建物の気密性
を高め，徹底した省エネに取り組んでいます。
 

2019年度から2年かけて工事をしてきた役場新庁舎・
防災センターが2021年3月に完成しました（写真5,6）。
この建物は，町産材ではありませんができるだけ道産
材を使用し，フローリングや壁に「町の木」であるシ
ラカバを使用しています。さらに，案内板に木を使用
したり，待合スペースに町内木工作家さんによる椅子
やテーブルを設置したりするなど木材の温かみが感じ
られる内観になっています。高性能断熱材の導入，高
性能窓（木製とアルミの複合サッシトリプルガラス）

■はじめに
よい森とはどんな森でしょうか。理想的な林業・木
材産業とはどんな状態を指すのでしょうか。だれがそ
れを「よい」「理想的である」と決めて，よい森づく
り，理想的な林業・木材産業を方向付けていくので
しょうか。
私は大学で森林科学科に所属し，森林政策を専攻し
ました。先進的な森づくりを行っている国の政策とし
て，北欧やドイツの持続可能な森林経営についても勉
強しました。
日本とドイツを比較すると，国土面積はほぼ同じで
すが，森林面積は日本の方が広く2,500万haあり，森
林率は67％。一方，ドイツの森林面積は日本の半分
以下の1,100万haで森林率は32％。しかし，年間の木
材生産量は日本の約3,000万㎥に対してドイツはその
倍の約6,000万㎥。さらに，林業従事者数も大きく異
なります。統計の取り方が違うため一概には言えませ
んが，日本の林業従事者数は約4万5千人（2015年国
勢調査）なのに対し，ドイツは自動車産業の1.5倍近
い100万人というデータもあります。ドイツでは，森
林官の社会的地位も高く，子どもたちが憧れる職業の
一つという話も聞きます。一体，日本とドイツの違い
はどこからくるのでしょうか。
私は，人々の暮らしと森林の近さが関係しているの
ではないかと考えています。森林は土砂災害を抑えた
り，木材を生産したりするだけでなく，山菜やキノコ
などを育み，人の心を癒してくれます。木造の建物で
過ごしたり，木材を使った製品が身近にある暮らしは
豊かです。
どんな森がよい森か，理想的な林業・木材産業を方
向付けるのは，林業従事者，木材産業従事者だけでは
ありません。森林はすべての人にとって，豊かに暮ら
すのに不可欠な存在だからこそ，そこに住む人々とと
もにどんな森づくりしていくか，木材を取り入れたど
んな暮らしをしていきたいかを話し合うべきだと思う
のです。

■ニセコ町の概要
ニセコ町は，町の総面積197.13k㎡のうち13.5％が
ニセコ連峰や羊蹄山といった国立・国定公園に指定さ
れた自然豊かな山岳リゾート地です。人口は5,002人
（2021年1月末）で，2000年比9.8％増となっていま
す。2000年以降，多くの自治体が人口減少する中，
微増傾向にあることが特徴です。特に，外国人住民は
319人（2021年1月末）と，ここ10年で約10倍にな
り，国際的にもニセコの評価が高まっています。
基幹産業は観光・農業で，観光客数は175万人
（2019年度），外国人延べ宿泊数16万人泊（2019年
度）と，観光客の部分でも外国人が増えています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観光
客数は大きく減少しましたが，町に定住している外国
人も多く，コンドミニアムや住宅建設の勢いは衰えて
はいません。
町政においては，2001年に全国初の「まちづくり
基本条例」を施行し，「住むことが誇りに思えるまち
づくり」を基本理念に，「住民参加」と「情報共有」
の2大原則によるまちづくりを進めてきました。町総
合計画基本理念の「小さな世界都市」から「環境創造
都市」への変更，2014年環境モデル都市選定，2018
年SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業選定
など，最近は環境政策に積極的に取り組んでいます。
自治体SDGsモデル事業では，町の市街地に新たに
「街区＝まち」を設けることとしています。この事業
は，これまでのような土地を整備して宅地分譲をして
いくやり方ではなく，コミュニティや交通などのさま
ざまな課題を解決していきながら，CO2の排出も削減
していくというまったく新しいコンセプトで取り組ん
でいます。
一方，ニセコ町は林業・木材産業従事者が少なく，
将来的にも安定的な需要が見込まれるにも関わらず，
住宅建築における域内調達率が著しく低いのが現状で
す。モデル事業の街区を形成していく上でも域内調達
率は重要な要素となることから，役場においても，周
辺自治体の林業・木材加工事業者とも連携しながら，

ニセコ町役場企画環境課広報広聴係　大　野　百　恵

町民とともに考えるニセコ町の森づくり
の導入により，躯体部の外皮性能は0.18W/㎡･kを実
現し，全国の庁舎でもトップレベルに位置する省エネ
性能となっています。さらに，熱と電気をつくるLPG
コージェネレーションを導入し，災害時にはコージェ
ネレーションからの自家発電によって一部の照明やコ
ンセントが使用できるほか，廃熱を回収し建物内部に
供給します。新庁舎の使用開始は2021年5月です。

このように，町産材は，薪や公共建築での建材利用
が主であり，葉や樹皮を活用する事業者も見られます
が，現状では，用途は限定的です。町産材の利用を促
すには，町内周辺で製材・乾燥・加工機能の整備また
はルートの構築や利用促進に向けた情報発信などの取
り組みが求められます。

■みんなで進める森づくり
薪ストーブユーザーの多さに見られるよう，多くの
町民にとって，森は身近な存在です。私自身，薪ス
トーブを自宅に導入し，薪割りをしたり，季節になれ
ば毎週のように家のすぐ近くで山菜を採ったり，暮ら
しと森林が密着しています。だからこそ，そんな豊か
な恵みを生み出す森林がずっと残っていってほしいと
思います。
2019年度の調査でわかった「体系的・継続的な森
林整備」「町産材の利用促進」といった課題を解決す
るため，町では現在，長期的な森林の将来像を見据
え，町の地域特性に応じた森林整備や木材の利活用な
ど，森林づくりの基本理念と方向性を示す「森林ビ
ジョン」を策定しています。また，2019年度調査の
委託先であった株式会社トビムシの協力を得て，
2020年度は3回のまちづくり町民講座を開催しまし
た。町民講座では，『里山資本主義』の著者，藻谷浩
介さんにお越しいただき，地域内経済循環や少子高齢
化の課題解決に林業の振興が重要であることをお聞き
したり，長野県池田町教育長の竹内延彦さんと会場を
オンラインでつないで，自然保育に関するお話をお聞
きしたりしました。いずれも多くの町民が参加し熱心
に耳を傾けました。
よい森づくり，林業・木材産業を方向付けていくに
は，行政だけではなく，森林所有者・林業関係者・町
民のみなさんなど，この町に住む人々が，町の森林を
どのように暮らしにとり入れていきたいか，まずはビ
ジョンの共有が必要です。その上で，ビジョンを実現
していくにはどんな森林づくりをするか，それぞれの
立場でどんな行動・活動が必要かを認識することで，
望ましい森づくりが進められると考えられます。
森づくりもまちづくりの一つです。私も役場職員と
して，「情報共有」と「住民参加」を軸に，今後も町
民のみなさんと一緒によい森づくりを進めていきたい
と思っています。

■参考文献
ニセコ町：「木材等の域内調達率向上へ向けた基礎調
査委託業務」報告書（令和2年3月）.
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■労働災害の発生状況
労働災害統計3)によると，木造家屋建築での丸のこ
盤による事故が多いようです（図1）。この場合，木
材加工工場にあるようないわゆる「昇降盤」といった
丸のこ盤は建築現場では設置しないと思われるため，
丸のこ盤は携帯型と推察されます。そのため，「丸の
こ等取扱作業従事者安全教育」という携帯型丸のこに
関しての4時間の講習も行われている状況です。これ
は携帯丸のこを片手で持ち，もう一方の手で材料を保
持して鋸断する際に丸のこが材料に挟まり，その反ぱ
つで飛んできた丸のこが身体に当たったり，材料を押
さえていた手指や脚部を切創したりする事故が多いた
めです。

また，木材・木製品，家具・装備品の製造でも丸の
こ盤による災害の割合が高く，取り扱いには注意が必
要です。丸のこ盤による事故といえば，回転している
刃に接触して切創するというのがまず想像されるとこ
ろですが，実はリッパなどによる縦挽きの際に材が反
ぱつすることによる死亡事故が事例集4) ではよく見ら
れます。
さらに厚生労働省HP「職場のあんぜんサイト」の
「機械災害データベース」5)で丸のこの災害事例を見
ると，例えば表2のような「うっかり」の事例も散見
されます。

事例集における事故の多くが，手順を守らなかっ
た，安全装置が無かった，装置を無効にしていた，機
械の稼働中に掃除などで近づいたなどといった人的な
理由がよく目につきます。事例の中には，マフラーや
スカーフが，回転するローラーに巻き込まれて死亡災
害となった事例もあり，実に痛ましい限りです。この
ような「不安全行動」の作業者を注意・指導するのが
作業主任者の職務になります。
労働災害の頻度，深刻度を表す指標として，度数率
と強度率があります。度数率は100万延べ実労働時間
に対する被災者の延べ数，強度率は1,000時間延べ実
労働時間に対する損失労働日数です。損失労働日数は
死亡災害を7,500日とし，残った身体障害や休業日数
を定められた表や式で換算した日数で算出されます。
例えば，500人の事業場で1年間（週40時間×50週
×500人＝100万時間）に2人死亡する災害が発生した
とします。この場合の度数率は2.0となります。一方
強度率は7,500日×2人÷100万延べ実労働時間×1,000
時間＝15.00となります。
図2，3にの度数率と強度率2，6)を示します。製造業

全体の度数率と比較すると木材・木製品製造業では数
倍に及んでいます。さらに，中小規模の事業場の方が
度数率が高く，設備改善，訓練指導の改善で一層の安
全対策が望まれます。強度率は死亡等重大災害により
大きく左右されるので，死亡災害の根絶を目指さなけ
ればなりません1)。

 

「重傷：軽傷：ヒヤリ・ハットが1：29：300の比
率にある」で知られる「ハインリッヒの法則」によれ
ば，労働災害の背後には何千もの，機械などの不安全
状態と，人の不安全行動があります。そして，その割
合は1：9で，人の行動によるものが多いとされてい
るので，危険につながる「行動」をなくしていくこと
も，作業主任者の役割といえるでしょう。そうした
「些細な」ことを，こまめに潰していくことが労働災
害を減らすためには必要となります。
ニュースでは「なぜそのような行動を？」と思うよ
うな事故を目にすることがあります。「あのときこう

していれば」と事故後に後悔しても遅いのです。まし
てや，死亡事故ともなると取り返しがつきません。
「今朝，元気に出勤したのに」と泣く家族がいなくな
るよう，労働災害がなくなることを願ってやみませ
ん。

※本稿は，林業・木材製造業労働災害防止協会　北
海道支部の田村参与の助言をいただきました。
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■はじめに
木材加工用機械作業主任者とは，労働安全衛生法に
おいて定められている作業主任者のひとつです。労働
安全衛生法と同法関連の政令や規則では，労働災害を
防止するため，木材加工用機械を有する事業場におい
て行なう当該機械による作業については，木材加工用
機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「木
材加工用機械作業主任者（以下，「作業主任者」）」を
選任し，指揮，点検，措置および監視させることが義
務付けられています1)。
北海道での作業主任者技能講習の登録教習機関の一
つである林業・木材製造業労働災害防止協会（以下，
「林災防」）北海道支部では，講習を年2回程度開催
しており，筆者はこの講師を行っています。今回は作
業主任者技能講習の内容の一部である災害の発生状況
を中心に紹介します。

■技能講習について
林災防とは労働災害防止団体法に基づき，昭和39
年（1964年）9月1日に労働大臣（現：厚生労働大
臣）の許可により設立され，平成元年（1989年）7月
に特別民間法人化された団体です。林災防は林業，木
材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援する
ため，各種の事業を積極的に展開しています2)。
技能講習は，修了試験を含む16時間の講習で，そ
の内容と講習時間は表1のとおりです。受講資格は満
18歳以上で，(1)木材加工用機械による作業に3年以上
従事した経験を有する者，(2)その他厚生労働大臣が
定める者です。ただし，ポリテクセンターの木工科修
了者などで，知識に関する講義が免除になる場合があ
ります。
作業主任者を選任する義務があるのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤，面取り盤，ルーターを合計5台
以上（送材車付帯のこ盤を有する場合は3台以上）設
置する事業場です。携帯用の機械は対象外ですが，ス
タンドに設置する場合は対象となります。例えば，住
宅建築現場といった「木造家屋建築」でよく見る携帯
用の丸のこは対象外ですが，スタンドに付けると対象
の機械となります。
また，作業主任者の義務が必要のない事業場でも，
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」に基づ
き，次のとおり作業主任者講習を修了した者を配置す
ることが求められています。
「作業主任者の専任を要しない事業場において
は，安全確認者を選任し，その職務を行わせなけ
ればならない。この場合において，安全確認者に
は，前項の技能講習を修了したものから選任する
よう努めなければならない。」
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」第
312条2(平成29年7月28日厚生労働大臣認可，同
10月26日適用） 

域内調達率・循環率の向上の必要性が認識されるよう
になりました。

■ニセコ町の森林
ニセコ町の森林面積は13,252haで，町総面積の約7
割を占めます。森林資源は，全国および全道の状況に
比べて天然林率が高く，所有形態では私有林が5割，
道有林が5割近くを占め，残りは町有林で，国有林が
まったくないという特徴的な森林構成となっています
（表1）。樹種構成では，人工林は，面積比率ではトド
マツが多いものの，カラマツは9齢級～15齢級（林齢
45~75年）に集中していることから蓄積ではカラマツ
の方が多く，主伐時期の目安を超えています（図1）。

森林の管理は，町有林・私有林は主に南しりべし森
林組合が，道有林は羊蹄林産協同組合が担っていま
す。どちらも蘭越町に事業所を構える林業事業体で
す。林業従事者はニセコ町19人，蘭越町51人（2015
年国勢調査）で，ともに2000年に比べて増加してい
るものの，両町とも65歳以上の割合が全体の4分の1
程度を占めていることから，今後，必要な森林整備を
計画的に進めていくためには，将来にわたって林業従
事者を確保・育成していく必要があります。
町有林は，最近まで十分な間伐が行われていなかっ
たなど，計画的な森林整備がされていない状況にあり
ます。また，町有林および私有林の間に原野商法によ
る細分化された森林が点在し，その大半は不在地主や
所有者不明の状況であるため，森林の集約化や団地化
が難しいという問題を抱えています。

■ニセコ町の林業・木材加工事業者
2019年度，町が委託してとりまとめた「木材等の
域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書によると，
町の第1次産業事業者の山林所有者，森林整備・素材
生産を「森林整備・素材生産」，第2次産業事業者の
製材所を「素材加工」，第3次産業事業者の建設会
社・工務店等，木工製品製作所等を「製品加工・販
売」に分類し，最近の動向や関連する制度改正等の内
容を加えて，表2のように課題が整理されています。

この整理により，町産材の調達率向上に向けた最大
の課題は，「体系的継続的な森林整備が行われてこな
かったこと」にあることがわかりました。この課題が
原因で，計画的な素材生産が行われておらず，生産量
も限定的となっています。こうした背景から，素材加
工や製品加工を行う事業者が町内には存在せず，加工
の過程で近隣町村の事業者，さらには遠方の事業者へ
搬出する中で，他産地の木材と混合して取り扱われ，
「町産材としての木材が流通していない」という現状
につながっています。
町産材が流通していないため，ニーズがあっても調
達は極めて困難です。この課題を解決しない限り，持

続可能な域内循環は実現できません。そのため，森林
整備・素材生産の課題を解決する必要があります。

■町産材利用の現状
（1）薪
2015年に（公財）北海道環境財団が「家庭での
CO2排出実態調査」でニセコ町民300世帯に行ったア
ンケート（回収率27％）によると，回答者の約2割が
薪ストーブを所有しており，道内他自治体と比べると
ニセコ町の薪ストーブ所有率は突出していました。確
かに町内には住宅，飲食店，宿泊施設など多くの場所
に薪ストーブが設置されています。薪の調達は，個人

で自身が所有する林の木を伐採して利用したり，事業
者に直接問い合せて購入したりしているため，使用総
量は不明ですが，林業家，南しりべし森林組合などが
生産する薪が一定量流通しています。
4年ほど前から地域おこし協力隊の卒業生が，自伐
型林業に取り組んでおり，ニセコ町や周辺自治体の森
林から生産した薪が好評を得ているほか，トドマツ
エッセンシャルオイルやシラカバ樹皮のアクセサリー
なども製造しています。自伐型林業とは，高い採算性
を確保しながら，環境保全にも配慮した持続可能な林
業の方法です。

（2）公共建築での利用
2012年，ニセコ町民センターが大規模改修を経て
リニューアルオープンしました（写真1,2）。開口部の
省エネや外断熱の施工，重油ボイラーから地中熱ヒー
トポンプへの転換など省エネ・自然エネルギーの導入
に取り組んだほか，床材には地場産のシラカバを使用
しています。さらに，内部の共有スペースには町内の
木工作家さんによる椅子やテーブルを置いています。

2015年には，それまで小学校の空き教室を利用し
て行っていた学童保育が，児童数の増加により空き教
室が利用できなくなったことから，ニセコこども館
（学童保育施設）を新たに建設しました（写真3,4）。
翌年から運営を開始したこの建物は，町内で伐採した
カラマツを大断面集成材に加工し，構造材や柱に利用
しているほか，内装や断熱材にも木材を使用していま
す。暖房は地中熱ヒートポンプを採用し，建物全体の
断熱強化（窓ガラス三重構造等）により建物の気密性
を高め，徹底した省エネに取り組んでいます。
 

2019年度から2年かけて工事をしてきた役場新庁舎・
防災センターが2021年3月に完成しました（写真5,6）。
この建物は，町産材ではありませんができるだけ道産
材を使用し，フローリングや壁に「町の木」であるシ
ラカバを使用しています。さらに，案内板に木を使用
したり，待合スペースに町内木工作家さんによる椅子
やテーブルを設置したりするなど木材の温かみが感じ
られる内観になっています。高性能断熱材の導入，高
性能窓（木製とアルミの複合サッシトリプルガラス）

■はじめに
よい森とはどんな森でしょうか。理想的な林業・木
材産業とはどんな状態を指すのでしょうか。だれがそ
れを「よい」「理想的である」と決めて，よい森づく
り，理想的な林業・木材産業を方向付けていくので
しょうか。
私は大学で森林科学科に所属し，森林政策を専攻し
ました。先進的な森づくりを行っている国の政策とし
て，北欧やドイツの持続可能な森林経営についても勉
強しました。
日本とドイツを比較すると，国土面積はほぼ同じで
すが，森林面積は日本の方が広く2,500万haあり，森
林率は67％。一方，ドイツの森林面積は日本の半分
以下の1,100万haで森林率は32％。しかし，年間の木
材生産量は日本の約3,000万㎥に対してドイツはその
倍の約6,000万㎥。さらに，林業従事者数も大きく異
なります。統計の取り方が違うため一概には言えませ
んが，日本の林業従事者数は約4万5千人（2015年国
勢調査）なのに対し，ドイツは自動車産業の1.5倍近
い100万人というデータもあります。ドイツでは，森
林官の社会的地位も高く，子どもたちが憧れる職業の
一つという話も聞きます。一体，日本とドイツの違い
はどこからくるのでしょうか。
私は，人々の暮らしと森林の近さが関係しているの
ではないかと考えています。森林は土砂災害を抑えた
り，木材を生産したりするだけでなく，山菜やキノコ
などを育み，人の心を癒してくれます。木造の建物で
過ごしたり，木材を使った製品が身近にある暮らしは
豊かです。
どんな森がよい森か，理想的な林業・木材産業を方
向付けるのは，林業従事者，木材産業従事者だけでは
ありません。森林はすべての人にとって，豊かに暮ら
すのに不可欠な存在だからこそ，そこに住む人々とと
もにどんな森づくりしていくか，木材を取り入れたど
んな暮らしをしていきたいかを話し合うべきだと思う
のです。

■ニセコ町の概要
ニセコ町は，町の総面積197.13k㎡のうち13.5％が
ニセコ連峰や羊蹄山といった国立・国定公園に指定さ
れた自然豊かな山岳リゾート地です。人口は5,002人
（2021年1月末）で，2000年比9.8％増となっていま
す。2000年以降，多くの自治体が人口減少する中，
微増傾向にあることが特徴です。特に，外国人住民は
319人（2021年1月末）と，ここ10年で約10倍にな
り，国際的にもニセコの評価が高まっています。
基幹産業は観光・農業で，観光客数は175万人
（2019年度），外国人延べ宿泊数16万人泊（2019年
度）と，観光客の部分でも外国人が増えています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観光
客数は大きく減少しましたが，町に定住している外国
人も多く，コンドミニアムや住宅建設の勢いは衰えて
はいません。
町政においては，2001年に全国初の「まちづくり
基本条例」を施行し，「住むことが誇りに思えるまち
づくり」を基本理念に，「住民参加」と「情報共有」
の2大原則によるまちづくりを進めてきました。町総
合計画基本理念の「小さな世界都市」から「環境創造
都市」への変更，2014年環境モデル都市選定，2018
年SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業選定
など，最近は環境政策に積極的に取り組んでいます。
自治体SDGsモデル事業では，町の市街地に新たに
「街区＝まち」を設けることとしています。この事業
は，これまでのような土地を整備して宅地分譲をして
いくやり方ではなく，コミュニティや交通などのさま
ざまな課題を解決していきながら，CO2の排出も削減
していくというまったく新しいコンセプトで取り組ん
でいます。
一方，ニセコ町は林業・木材産業従事者が少なく，
将来的にも安定的な需要が見込まれるにも関わらず，
住宅建築における域内調達率が著しく低いのが現状で
す。モデル事業の街区を形成していく上でも域内調達
率は重要な要素となることから，役場においても，周
辺自治体の林業・木材加工事業者とも連携しながら，

図1　ニセコ町の森林における樹種別･齢級別蓄積
出典：北海道水産林務部森林計画課「林種・ 樹種・林相別資源構成表（2019年8月28日）

表1　ニセコ町の所有者区分別面積・割合 

の導入により，躯体部の外皮性能は0.18W/㎡･kを実
現し，全国の庁舎でもトップレベルに位置する省エネ
性能となっています。さらに，熱と電気をつくるLPG
コージェネレーションを導入し，災害時にはコージェ
ネレーションからの自家発電によって一部の照明やコ
ンセントが使用できるほか，廃熱を回収し建物内部に
供給します。新庁舎の使用開始は2021年5月です。

このように，町産材は，薪や公共建築での建材利用
が主であり，葉や樹皮を活用する事業者も見られます
が，現状では，用途は限定的です。町産材の利用を促
すには，町内周辺で製材・乾燥・加工機能の整備また
はルートの構築や利用促進に向けた情報発信などの取
り組みが求められます。

■みんなで進める森づくり
薪ストーブユーザーの多さに見られるよう，多くの
町民にとって，森は身近な存在です。私自身，薪ス
トーブを自宅に導入し，薪割りをしたり，季節になれ
ば毎週のように家のすぐ近くで山菜を採ったり，暮ら
しと森林が密着しています。だからこそ，そんな豊か
な恵みを生み出す森林がずっと残っていってほしいと
思います。
2019年度の調査でわかった「体系的・継続的な森
林整備」「町産材の利用促進」といった課題を解決す
るため，町では現在，長期的な森林の将来像を見据
え，町の地域特性に応じた森林整備や木材の利活用な
ど，森林づくりの基本理念と方向性を示す「森林ビ
ジョン」を策定しています。また，2019年度調査の
委託先であった株式会社トビムシの協力を得て，
2020年度は3回のまちづくり町民講座を開催しまし
た。町民講座では，『里山資本主義』の著者，藻谷浩
介さんにお越しいただき，地域内経済循環や少子高齢
化の課題解決に林業の振興が重要であることをお聞き
したり，長野県池田町教育長の竹内延彦さんと会場を
オンラインでつないで，自然保育に関するお話をお聞
きしたりしました。いずれも多くの町民が参加し熱心
に耳を傾けました。
よい森づくり，林業・木材産業を方向付けていくに
は，行政だけではなく，森林所有者・林業関係者・町
民のみなさんなど，この町に住む人々が，町の森林を
どのように暮らしにとり入れていきたいか，まずはビ
ジョンの共有が必要です。その上で，ビジョンを実現
していくにはどんな森林づくりをするか，それぞれの
立場でどんな行動・活動が必要かを認識することで，
望ましい森づくりが進められると考えられます。
森づくりもまちづくりの一つです。私も役場職員と
して，「情報共有」と「住民参加」を軸に，今後も町
民のみなさんと一緒によい森づくりを進めていきたい
と思っています。

■参考文献
ニセコ町：「木材等の域内調達率向上へ向けた基礎調
査委託業務」報告書（令和2年3月）.

 

 

区分 面積(ha) 割合(％) 
国有林 0 0 
民有林* 町有林 589 5 

道有林 6,010 45 
私有林 6,653 50 
計 13,252 100 

総数 13,252 100 
*出典：ニセコ町統計資料「数字で見るニセコ」2020
年5月版 
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■労働災害の発生状況
労働災害統計3)によると，木造家屋建築での丸のこ
盤による事故が多いようです（図1）。この場合，木
材加工工場にあるようないわゆる「昇降盤」といった
丸のこ盤は建築現場では設置しないと思われるため，
丸のこ盤は携帯型と推察されます。そのため，「丸の
こ等取扱作業従事者安全教育」という携帯型丸のこに
関しての4時間の講習も行われている状況です。これ
は携帯丸のこを片手で持ち，もう一方の手で材料を保
持して鋸断する際に丸のこが材料に挟まり，その反ぱ
つで飛んできた丸のこが身体に当たったり，材料を押
さえていた手指や脚部を切創したりする事故が多いた
めです。

また，木材・木製品，家具・装備品の製造でも丸の
こ盤による災害の割合が高く，取り扱いには注意が必
要です。丸のこ盤による事故といえば，回転している
刃に接触して切創するというのがまず想像されるとこ
ろですが，実はリッパなどによる縦挽きの際に材が反
ぱつすることによる死亡事故が事例集4) ではよく見ら
れます。
さらに厚生労働省HP「職場のあんぜんサイト」の
「機械災害データベース」5)で丸のこの災害事例を見
ると，例えば表2のような「うっかり」の事例も散見
されます。

事例集における事故の多くが，手順を守らなかっ
た，安全装置が無かった，装置を無効にしていた，機
械の稼働中に掃除などで近づいたなどといった人的な
理由がよく目につきます。事例の中には，マフラーや
スカーフが，回転するローラーに巻き込まれて死亡災
害となった事例もあり，実に痛ましい限りです。この
ような「不安全行動」の作業者を注意・指導するのが
作業主任者の職務になります。
労働災害の頻度，深刻度を表す指標として，度数率
と強度率があります。度数率は100万延べ実労働時間
に対する被災者の延べ数，強度率は1,000時間延べ実
労働時間に対する損失労働日数です。損失労働日数は
死亡災害を7,500日とし，残った身体障害や休業日数
を定められた表や式で換算した日数で算出されます。
例えば，500人の事業場で1年間（週40時間×50週
×500人＝100万時間）に2人死亡する災害が発生した
とします。この場合の度数率は2.0となります。一方
強度率は7,500日×2人÷100万延べ実労働時間×1,000
時間＝15.00となります。
図2，3にの度数率と強度率2，6)を示します。製造業

全体の度数率と比較すると木材・木製品製造業では数
倍に及んでいます。さらに，中小規模の事業場の方が
度数率が高く，設備改善，訓練指導の改善で一層の安
全対策が望まれます。強度率は死亡等重大災害により
大きく左右されるので，死亡災害の根絶を目指さなけ
ればなりません1)。

 

「重傷：軽傷：ヒヤリ・ハットが1：29：300の比
率にある」で知られる「ハインリッヒの法則」によれ
ば，労働災害の背後には何千もの，機械などの不安全
状態と，人の不安全行動があります。そして，その割
合は1：9で，人の行動によるものが多いとされてい
るので，危険につながる「行動」をなくしていくこと
も，作業主任者の役割といえるでしょう。そうした
「些細な」ことを，こまめに潰していくことが労働災
害を減らすためには必要となります。
ニュースでは「なぜそのような行動を？」と思うよ
うな事故を目にすることがあります。「あのときこう

していれば」と事故後に後悔しても遅いのです。まし
てや，死亡事故ともなると取り返しがつきません。
「今朝，元気に出勤したのに」と泣く家族がいなくな
るよう，労働災害がなくなることを願ってやみませ
ん。

※本稿は，林業・木材製造業労働災害防止協会　北
海道支部の田村参与の助言をいただきました。
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■はじめに
木材加工用機械作業主任者とは，労働安全衛生法に
おいて定められている作業主任者のひとつです。労働
安全衛生法と同法関連の政令や規則では，労働災害を
防止するため，木材加工用機械を有する事業場におい
て行なう当該機械による作業については，木材加工用
機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「木
材加工用機械作業主任者（以下，「作業主任者」）」を
選任し，指揮，点検，措置および監視させることが義
務付けられています1)。
北海道での作業主任者技能講習の登録教習機関の一
つである林業・木材製造業労働災害防止協会（以下，
「林災防」）北海道支部では，講習を年2回程度開催
しており，筆者はこの講師を行っています。今回は作
業主任者技能講習の内容の一部である災害の発生状況
を中心に紹介します。

■技能講習について
林災防とは労働災害防止団体法に基づき，昭和39
年（1964年）9月1日に労働大臣（現：厚生労働大
臣）の許可により設立され，平成元年（1989年）7月
に特別民間法人化された団体です。林災防は林業，木
材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援する
ため，各種の事業を積極的に展開しています2)。
技能講習は，修了試験を含む16時間の講習で，そ
の内容と講習時間は表1のとおりです。受講資格は満
18歳以上で，(1)木材加工用機械による作業に3年以上
従事した経験を有する者，(2)その他厚生労働大臣が
定める者です。ただし，ポリテクセンターの木工科修
了者などで，知識に関する講義が免除になる場合があ
ります。
作業主任者を選任する義務があるのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤，面取り盤，ルーターを合計5台
以上（送材車付帯のこ盤を有する場合は3台以上）設
置する事業場です。携帯用の機械は対象外ですが，ス
タンドに設置する場合は対象となります。例えば，住
宅建築現場といった「木造家屋建築」でよく見る携帯
用の丸のこは対象外ですが，スタンドに付けると対象
の機械となります。
また，作業主任者の義務が必要のない事業場でも，
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」に基づ
き，次のとおり作業主任者講習を修了した者を配置す
ることが求められています。
「作業主任者の専任を要しない事業場において
は，安全確認者を選任し，その職務を行わせなけ
ればならない。この場合において，安全確認者に
は，前項の技能講習を修了したものから選任する
よう努めなければならない。」
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」第
312条2(平成29年7月28日厚生労働大臣認可，同
10月26日適用） 

域内調達率・循環率の向上の必要性が認識されるよう
になりました。

■ニセコ町の森林
ニセコ町の森林面積は13,252haで，町総面積の約7
割を占めます。森林資源は，全国および全道の状況に
比べて天然林率が高く，所有形態では私有林が5割，
道有林が5割近くを占め，残りは町有林で，国有林が
まったくないという特徴的な森林構成となっています
（表1）。樹種構成では，人工林は，面積比率ではトド
マツが多いものの，カラマツは9齢級～15齢級（林齢
45~75年）に集中していることから蓄積ではカラマツ
の方が多く，主伐時期の目安を超えています（図1）。

森林の管理は，町有林・私有林は主に南しりべし森
林組合が，道有林は羊蹄林産協同組合が担っていま
す。どちらも蘭越町に事業所を構える林業事業体で
す。林業従事者はニセコ町19人，蘭越町51人（2015
年国勢調査）で，ともに2000年に比べて増加してい
るものの，両町とも65歳以上の割合が全体の4分の1
程度を占めていることから，今後，必要な森林整備を
計画的に進めていくためには，将来にわたって林業従
事者を確保・育成していく必要があります。
町有林は，最近まで十分な間伐が行われていなかっ
たなど，計画的な森林整備がされていない状況にあり
ます。また，町有林および私有林の間に原野商法によ
る細分化された森林が点在し，その大半は不在地主や
所有者不明の状況であるため，森林の集約化や団地化
が難しいという問題を抱えています。

■ニセコ町の林業・木材加工事業者
2019年度，町が委託してとりまとめた「木材等の
域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書によると，
町の第1次産業事業者の山林所有者，森林整備・素材
生産を「森林整備・素材生産」，第2次産業事業者の
製材所を「素材加工」，第3次産業事業者の建設会
社・工務店等，木工製品製作所等を「製品加工・販
売」に分類し，最近の動向や関連する制度改正等の内
容を加えて，表2のように課題が整理されています。

この整理により，町産材の調達率向上に向けた最大
の課題は，「体系的継続的な森林整備が行われてこな
かったこと」にあることがわかりました。この課題が
原因で，計画的な素材生産が行われておらず，生産量
も限定的となっています。こうした背景から，素材加
工や製品加工を行う事業者が町内には存在せず，加工
の過程で近隣町村の事業者，さらには遠方の事業者へ
搬出する中で，他産地の木材と混合して取り扱われ，
「町産材としての木材が流通していない」という現状
につながっています。
町産材が流通していないため，ニーズがあっても調
達は極めて困難です。この課題を解決しない限り，持

続可能な域内循環は実現できません。そのため，森林
整備・素材生産の課題を解決する必要があります。

■町産材利用の現状
（1）薪
2015年に（公財）北海道環境財団が「家庭での
CO2排出実態調査」でニセコ町民300世帯に行ったア
ンケート（回収率27％）によると，回答者の約2割が
薪ストーブを所有しており，道内他自治体と比べると
ニセコ町の薪ストーブ所有率は突出していました。確
かに町内には住宅，飲食店，宿泊施設など多くの場所
に薪ストーブが設置されています。薪の調達は，個人

で自身が所有する林の木を伐採して利用したり，事業
者に直接問い合せて購入したりしているため，使用総
量は不明ですが，林業家，南しりべし森林組合などが
生産する薪が一定量流通しています。
4年ほど前から地域おこし協力隊の卒業生が，自伐
型林業に取り組んでおり，ニセコ町や周辺自治体の森
林から生産した薪が好評を得ているほか，トドマツ
エッセンシャルオイルやシラカバ樹皮のアクセサリー
なども製造しています。自伐型林業とは，高い採算性
を確保しながら，環境保全にも配慮した持続可能な林
業の方法です。

（2）公共建築での利用
2012年，ニセコ町民センターが大規模改修を経て
リニューアルオープンしました（写真1,2）。開口部の
省エネや外断熱の施工，重油ボイラーから地中熱ヒー
トポンプへの転換など省エネ・自然エネルギーの導入
に取り組んだほか，床材には地場産のシラカバを使用
しています。さらに，内部の共有スペースには町内の
木工作家さんによる椅子やテーブルを置いています。

2015年には，それまで小学校の空き教室を利用し
て行っていた学童保育が，児童数の増加により空き教
室が利用できなくなったことから，ニセコこども館
（学童保育施設）を新たに建設しました（写真3,4）。
翌年から運営を開始したこの建物は，町内で伐採した
カラマツを大断面集成材に加工し，構造材や柱に利用
しているほか，内装や断熱材にも木材を使用していま
す。暖房は地中熱ヒートポンプを採用し，建物全体の
断熱強化（窓ガラス三重構造等）により建物の気密性
を高め，徹底した省エネに取り組んでいます。
 

2019年度から2年かけて工事をしてきた役場新庁舎・
防災センターが2021年3月に完成しました（写真5,6）。
この建物は，町産材ではありませんができるだけ道産
材を使用し，フローリングや壁に「町の木」であるシ
ラカバを使用しています。さらに，案内板に木を使用
したり，待合スペースに町内木工作家さんによる椅子
やテーブルを設置したりするなど木材の温かみが感じ
られる内観になっています。高性能断熱材の導入，高
性能窓（木製とアルミの複合サッシトリプルガラス）

■はじめに
よい森とはどんな森でしょうか。理想的な林業・木
材産業とはどんな状態を指すのでしょうか。だれがそ
れを「よい」「理想的である」と決めて，よい森づく
り，理想的な林業・木材産業を方向付けていくので
しょうか。
私は大学で森林科学科に所属し，森林政策を専攻し
ました。先進的な森づくりを行っている国の政策とし
て，北欧やドイツの持続可能な森林経営についても勉
強しました。
日本とドイツを比較すると，国土面積はほぼ同じで
すが，森林面積は日本の方が広く2,500万haあり，森
林率は67％。一方，ドイツの森林面積は日本の半分
以下の1,100万haで森林率は32％。しかし，年間の木
材生産量は日本の約3,000万㎥に対してドイツはその
倍の約6,000万㎥。さらに，林業従事者数も大きく異
なります。統計の取り方が違うため一概には言えませ
んが，日本の林業従事者数は約4万5千人（2015年国
勢調査）なのに対し，ドイツは自動車産業の1.5倍近
い100万人というデータもあります。ドイツでは，森
林官の社会的地位も高く，子どもたちが憧れる職業の
一つという話も聞きます。一体，日本とドイツの違い
はどこからくるのでしょうか。
私は，人々の暮らしと森林の近さが関係しているの
ではないかと考えています。森林は土砂災害を抑えた
り，木材を生産したりするだけでなく，山菜やキノコ
などを育み，人の心を癒してくれます。木造の建物で
過ごしたり，木材を使った製品が身近にある暮らしは
豊かです。
どんな森がよい森か，理想的な林業・木材産業を方
向付けるのは，林業従事者，木材産業従事者だけでは
ありません。森林はすべての人にとって，豊かに暮ら
すのに不可欠な存在だからこそ，そこに住む人々とと
もにどんな森づくりしていくか，木材を取り入れたど
んな暮らしをしていきたいかを話し合うべきだと思う
のです。

■ニセコ町の概要
ニセコ町は，町の総面積197.13k㎡のうち13.5％が
ニセコ連峰や羊蹄山といった国立・国定公園に指定さ
れた自然豊かな山岳リゾート地です。人口は5,002人
（2021年1月末）で，2000年比9.8％増となっていま
す。2000年以降，多くの自治体が人口減少する中，
微増傾向にあることが特徴です。特に，外国人住民は
319人（2021年1月末）と，ここ10年で約10倍にな
り，国際的にもニセコの評価が高まっています。
基幹産業は観光・農業で，観光客数は175万人
（2019年度），外国人延べ宿泊数16万人泊（2019年
度）と，観光客の部分でも外国人が増えています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観光
客数は大きく減少しましたが，町に定住している外国
人も多く，コンドミニアムや住宅建設の勢いは衰えて
はいません。
町政においては，2001年に全国初の「まちづくり
基本条例」を施行し，「住むことが誇りに思えるまち
づくり」を基本理念に，「住民参加」と「情報共有」
の2大原則によるまちづくりを進めてきました。町総
合計画基本理念の「小さな世界都市」から「環境創造
都市」への変更，2014年環境モデル都市選定，2018
年SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業選定
など，最近は環境政策に積極的に取り組んでいます。
自治体SDGsモデル事業では，町の市街地に新たに
「街区＝まち」を設けることとしています。この事業
は，これまでのような土地を整備して宅地分譲をして
いくやり方ではなく，コミュニティや交通などのさま
ざまな課題を解決していきながら，CO2の排出も削減
していくというまったく新しいコンセプトで取り組ん
でいます。
一方，ニセコ町は林業・木材産業従事者が少なく，
将来的にも安定的な需要が見込まれるにも関わらず，
住宅建築における域内調達率が著しく低いのが現状で
す。モデル事業の街区を形成していく上でも域内調達
率は重要な要素となることから，役場においても，周
辺自治体の林業・木材加工事業者とも連携しながら，

表2　ニセコ町の林業・木材加工に関わる課題 の導入により，躯体部の外皮性能は0.18W/㎡･kを実
現し，全国の庁舎でもトップレベルに位置する省エネ
性能となっています。さらに，熱と電気をつくるLPG
コージェネレーションを導入し，災害時にはコージェ
ネレーションからの自家発電によって一部の照明やコ
ンセントが使用できるほか，廃熱を回収し建物内部に
供給します。新庁舎の使用開始は2021年5月です。

このように，町産材は，薪や公共建築での建材利用
が主であり，葉や樹皮を活用する事業者も見られます
が，現状では，用途は限定的です。町産材の利用を促
すには，町内周辺で製材・乾燥・加工機能の整備また
はルートの構築や利用促進に向けた情報発信などの取
り組みが求められます。

■みんなで進める森づくり
薪ストーブユーザーの多さに見られるよう，多くの
町民にとって，森は身近な存在です。私自身，薪ス
トーブを自宅に導入し，薪割りをしたり，季節になれ
ば毎週のように家のすぐ近くで山菜を採ったり，暮ら
しと森林が密着しています。だからこそ，そんな豊か
な恵みを生み出す森林がずっと残っていってほしいと
思います。
2019年度の調査でわかった「体系的・継続的な森
林整備」「町産材の利用促進」といった課題を解決す
るため，町では現在，長期的な森林の将来像を見据
え，町の地域特性に応じた森林整備や木材の利活用な
ど，森林づくりの基本理念と方向性を示す「森林ビ
ジョン」を策定しています。また，2019年度調査の
委託先であった株式会社トビムシの協力を得て，
2020年度は3回のまちづくり町民講座を開催しまし
た。町民講座では，『里山資本主義』の著者，藻谷浩
介さんにお越しいただき，地域内経済循環や少子高齢
化の課題解決に林業の振興が重要であることをお聞き
したり，長野県池田町教育長の竹内延彦さんと会場を
オンラインでつないで，自然保育に関するお話をお聞
きしたりしました。いずれも多くの町民が参加し熱心
に耳を傾けました。
よい森づくり，林業・木材産業を方向付けていくに
は，行政だけではなく，森林所有者・林業関係者・町
民のみなさんなど，この町に住む人々が，町の森林を
どのように暮らしにとり入れていきたいか，まずはビ
ジョンの共有が必要です。その上で，ビジョンを実現
していくにはどんな森林づくりをするか，それぞれの
立場でどんな行動・活動が必要かを認識することで，
望ましい森づくりが進められると考えられます。
森づくりもまちづくりの一つです。私も役場職員と
して，「情報共有」と「住民参加」を軸に，今後も町
民のみなさんと一緒によい森づくりを進めていきたい
と思っています。

■参考文献
ニセコ町：「木材等の域内調達率向上へ向けた基礎調
査委託業務」報告書（令和2年3月）.

出典：「木材等の域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書 
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■労働災害の発生状況
労働災害統計3)によると，木造家屋建築での丸のこ
盤による事故が多いようです（図1）。この場合，木
材加工工場にあるようないわゆる「昇降盤」といった
丸のこ盤は建築現場では設置しないと思われるため，
丸のこ盤は携帯型と推察されます。そのため，「丸の
こ等取扱作業従事者安全教育」という携帯型丸のこに
関しての4時間の講習も行われている状況です。これ
は携帯丸のこを片手で持ち，もう一方の手で材料を保
持して鋸断する際に丸のこが材料に挟まり，その反ぱ
つで飛んできた丸のこが身体に当たったり，材料を押
さえていた手指や脚部を切創したりする事故が多いた
めです。

また，木材・木製品，家具・装備品の製造でも丸の
こ盤による災害の割合が高く，取り扱いには注意が必
要です。丸のこ盤による事故といえば，回転している
刃に接触して切創するというのがまず想像されるとこ
ろですが，実はリッパなどによる縦挽きの際に材が反
ぱつすることによる死亡事故が事例集4) ではよく見ら
れます。
さらに厚生労働省HP「職場のあんぜんサイト」の
「機械災害データベース」5)で丸のこの災害事例を見
ると，例えば表2のような「うっかり」の事例も散見
されます。

事例集における事故の多くが，手順を守らなかっ
た，安全装置が無かった，装置を無効にしていた，機
械の稼働中に掃除などで近づいたなどといった人的な
理由がよく目につきます。事例の中には，マフラーや
スカーフが，回転するローラーに巻き込まれて死亡災
害となった事例もあり，実に痛ましい限りです。この
ような「不安全行動」の作業者を注意・指導するのが
作業主任者の職務になります。
労働災害の頻度，深刻度を表す指標として，度数率
と強度率があります。度数率は100万延べ実労働時間
に対する被災者の延べ数，強度率は1,000時間延べ実
労働時間に対する損失労働日数です。損失労働日数は
死亡災害を7,500日とし，残った身体障害や休業日数
を定められた表や式で換算した日数で算出されます。
例えば，500人の事業場で1年間（週40時間×50週
×500人＝100万時間）に2人死亡する災害が発生した
とします。この場合の度数率は2.0となります。一方
強度率は7,500日×2人÷100万延べ実労働時間×1,000
時間＝15.00となります。
図2，3にの度数率と強度率2，6)を示します。製造業

全体の度数率と比較すると木材・木製品製造業では数
倍に及んでいます。さらに，中小規模の事業場の方が
度数率が高く，設備改善，訓練指導の改善で一層の安
全対策が望まれます。強度率は死亡等重大災害により
大きく左右されるので，死亡災害の根絶を目指さなけ
ればなりません1)。

 

「重傷：軽傷：ヒヤリ・ハットが1：29：300の比
率にある」で知られる「ハインリッヒの法則」によれ
ば，労働災害の背後には何千もの，機械などの不安全
状態と，人の不安全行動があります。そして，その割
合は1：9で，人の行動によるものが多いとされてい
るので，危険につながる「行動」をなくしていくこと
も，作業主任者の役割といえるでしょう。そうした
「些細な」ことを，こまめに潰していくことが労働災
害を減らすためには必要となります。
ニュースでは「なぜそのような行動を？」と思うよ
うな事故を目にすることがあります。「あのときこう

していれば」と事故後に後悔しても遅いのです。まし
てや，死亡事故ともなると取り返しがつきません。
「今朝，元気に出勤したのに」と泣く家族がいなくな
るよう，労働災害がなくなることを願ってやみませ
ん。

※本稿は，林業・木材製造業労働災害防止協会　北
海道支部の田村参与の助言をいただきました。

文献
１）林業・木材製造業労働災害防止協会：木材加工用
機械作業の安全　第5版（2019）.

２）林業・木材製造業労働災害防止協会HP：
　　(http://www.rinsaibou.or.jp/)（閲覧2021.1.18）
３）厚生労働省HP職場のあんぜんサイト：労働災害
統計，死傷病報告

　　(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
　　 tok/anst00.htm) （閲覧2021.1.18）.
４）林材業労災防止協会：木材・木製品製造業労働災
害事例集（2001）.

５）厚生労働省HP職場のあんぜんサイト：機械災害
データベース

　　(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/
　　 kikaisaigai. html) （閲覧2021.1.18）.
６）厚生労働省HP：労働災害動向調査
　　(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/44-23.
　　 html) （閲覧2021.1.18）.

■はじめに
木材加工用機械作業主任者とは，労働安全衛生法に
おいて定められている作業主任者のひとつです。労働
安全衛生法と同法関連の政令や規則では，労働災害を
防止するため，木材加工用機械を有する事業場におい
て行なう当該機械による作業については，木材加工用
機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「木
材加工用機械作業主任者（以下，「作業主任者」）」を
選任し，指揮，点検，措置および監視させることが義
務付けられています1)。
北海道での作業主任者技能講習の登録教習機関の一
つである林業・木材製造業労働災害防止協会（以下，
「林災防」）北海道支部では，講習を年2回程度開催
しており，筆者はこの講師を行っています。今回は作
業主任者技能講習の内容の一部である災害の発生状況
を中心に紹介します。

■技能講習について
林災防とは労働災害防止団体法に基づき，昭和39
年（1964年）9月1日に労働大臣（現：厚生労働大
臣）の許可により設立され，平成元年（1989年）7月
に特別民間法人化された団体です。林災防は林業，木
材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援する
ため，各種の事業を積極的に展開しています2)。
技能講習は，修了試験を含む16時間の講習で，そ
の内容と講習時間は表1のとおりです。受講資格は満
18歳以上で，(1)木材加工用機械による作業に3年以上
従事した経験を有する者，(2)その他厚生労働大臣が
定める者です。ただし，ポリテクセンターの木工科修
了者などで，知識に関する講義が免除になる場合があ
ります。
作業主任者を選任する義務があるのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤，面取り盤，ルーターを合計5台
以上（送材車付帯のこ盤を有する場合は3台以上）設
置する事業場です。携帯用の機械は対象外ですが，ス
タンドに設置する場合は対象となります。例えば，住
宅建築現場といった「木造家屋建築」でよく見る携帯
用の丸のこは対象外ですが，スタンドに付けると対象
の機械となります。
また，作業主任者の義務が必要のない事業場でも，
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」に基づ
き，次のとおり作業主任者講習を修了した者を配置す
ることが求められています。
「作業主任者の専任を要しない事業場において
は，安全確認者を選任し，その職務を行わせなけ
ればならない。この場合において，安全確認者に
は，前項の技能講習を修了したものから選任する
よう努めなければならない。」
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」第
312条2(平成29年7月28日厚生労働大臣認可，同
10月26日適用） 

域内調達率・循環率の向上の必要性が認識されるよう
になりました。

■ニセコ町の森林
ニセコ町の森林面積は13,252haで，町総面積の約7
割を占めます。森林資源は，全国および全道の状況に
比べて天然林率が高く，所有形態では私有林が5割，
道有林が5割近くを占め，残りは町有林で，国有林が
まったくないという特徴的な森林構成となっています
（表1）。樹種構成では，人工林は，面積比率ではトド
マツが多いものの，カラマツは9齢級～15齢級（林齢
45~75年）に集中していることから蓄積ではカラマツ
の方が多く，主伐時期の目安を超えています（図1）。

森林の管理は，町有林・私有林は主に南しりべし森
林組合が，道有林は羊蹄林産協同組合が担っていま
す。どちらも蘭越町に事業所を構える林業事業体で
す。林業従事者はニセコ町19人，蘭越町51人（2015
年国勢調査）で，ともに2000年に比べて増加してい
るものの，両町とも65歳以上の割合が全体の4分の1
程度を占めていることから，今後，必要な森林整備を
計画的に進めていくためには，将来にわたって林業従
事者を確保・育成していく必要があります。
町有林は，最近まで十分な間伐が行われていなかっ
たなど，計画的な森林整備がされていない状況にあり
ます。また，町有林および私有林の間に原野商法によ
る細分化された森林が点在し，その大半は不在地主や
所有者不明の状況であるため，森林の集約化や団地化
が難しいという問題を抱えています。

■ニセコ町の林業・木材加工事業者
2019年度，町が委託してとりまとめた「木材等の
域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書によると，
町の第1次産業事業者の山林所有者，森林整備・素材
生産を「森林整備・素材生産」，第2次産業事業者の
製材所を「素材加工」，第3次産業事業者の建設会
社・工務店等，木工製品製作所等を「製品加工・販
売」に分類し，最近の動向や関連する制度改正等の内
容を加えて，表2のように課題が整理されています。

この整理により，町産材の調達率向上に向けた最大
の課題は，「体系的継続的な森林整備が行われてこな
かったこと」にあることがわかりました。この課題が
原因で，計画的な素材生産が行われておらず，生産量
も限定的となっています。こうした背景から，素材加
工や製品加工を行う事業者が町内には存在せず，加工
の過程で近隣町村の事業者，さらには遠方の事業者へ
搬出する中で，他産地の木材と混合して取り扱われ，
「町産材としての木材が流通していない」という現状
につながっています。
町産材が流通していないため，ニーズがあっても調
達は極めて困難です。この課題を解決しない限り，持

続可能な域内循環は実現できません。そのため，森林
整備・素材生産の課題を解決する必要があります。

■町産材利用の現状
（1）薪
2015年に（公財）北海道環境財団が「家庭での
CO2排出実態調査」でニセコ町民300世帯に行ったア
ンケート（回収率27％）によると，回答者の約2割が
薪ストーブを所有しており，道内他自治体と比べると
ニセコ町の薪ストーブ所有率は突出していました。確
かに町内には住宅，飲食店，宿泊施設など多くの場所
に薪ストーブが設置されています。薪の調達は，個人

で自身が所有する林の木を伐採して利用したり，事業
者に直接問い合せて購入したりしているため，使用総
量は不明ですが，林業家，南しりべし森林組合などが
生産する薪が一定量流通しています。
4年ほど前から地域おこし協力隊の卒業生が，自伐
型林業に取り組んでおり，ニセコ町や周辺自治体の森
林から生産した薪が好評を得ているほか，トドマツ
エッセンシャルオイルやシラカバ樹皮のアクセサリー
なども製造しています。自伐型林業とは，高い採算性
を確保しながら，環境保全にも配慮した持続可能な林
業の方法です。

（2）公共建築での利用
2012年，ニセコ町民センターが大規模改修を経て
リニューアルオープンしました（写真1,2）。開口部の
省エネや外断熱の施工，重油ボイラーから地中熱ヒー
トポンプへの転換など省エネ・自然エネルギーの導入
に取り組んだほか，床材には地場産のシラカバを使用
しています。さらに，内部の共有スペースには町内の
木工作家さんによる椅子やテーブルを置いています。

2015年には，それまで小学校の空き教室を利用し
て行っていた学童保育が，児童数の増加により空き教
室が利用できなくなったことから，ニセコこども館
（学童保育施設）を新たに建設しました（写真3,4）。
翌年から運営を開始したこの建物は，町内で伐採した
カラマツを大断面集成材に加工し，構造材や柱に利用
しているほか，内装や断熱材にも木材を使用していま
す。暖房は地中熱ヒートポンプを採用し，建物全体の
断熱強化（窓ガラス三重構造等）により建物の気密性
を高め，徹底した省エネに取り組んでいます。
 

2019年度から2年かけて工事をしてきた役場新庁舎・
防災センターが2021年3月に完成しました（写真5,6）。
この建物は，町産材ではありませんができるだけ道産
材を使用し，フローリングや壁に「町の木」であるシ
ラカバを使用しています。さらに，案内板に木を使用
したり，待合スペースに町内木工作家さんによる椅子
やテーブルを設置したりするなど木材の温かみが感じ
られる内観になっています。高性能断熱材の導入，高
性能窓（木製とアルミの複合サッシトリプルガラス）

■はじめに
よい森とはどんな森でしょうか。理想的な林業・木
材産業とはどんな状態を指すのでしょうか。だれがそ
れを「よい」「理想的である」と決めて，よい森づく
り，理想的な林業・木材産業を方向付けていくので
しょうか。
私は大学で森林科学科に所属し，森林政策を専攻し
ました。先進的な森づくりを行っている国の政策とし
て，北欧やドイツの持続可能な森林経営についても勉
強しました。
日本とドイツを比較すると，国土面積はほぼ同じで
すが，森林面積は日本の方が広く2,500万haあり，森
林率は67％。一方，ドイツの森林面積は日本の半分
以下の1,100万haで森林率は32％。しかし，年間の木
材生産量は日本の約3,000万㎥に対してドイツはその
倍の約6,000万㎥。さらに，林業従事者数も大きく異
なります。統計の取り方が違うため一概には言えませ
んが，日本の林業従事者数は約4万5千人（2015年国
勢調査）なのに対し，ドイツは自動車産業の1.5倍近
い100万人というデータもあります。ドイツでは，森
林官の社会的地位も高く，子どもたちが憧れる職業の
一つという話も聞きます。一体，日本とドイツの違い
はどこからくるのでしょうか。
私は，人々の暮らしと森林の近さが関係しているの
ではないかと考えています。森林は土砂災害を抑えた
り，木材を生産したりするだけでなく，山菜やキノコ
などを育み，人の心を癒してくれます。木造の建物で
過ごしたり，木材を使った製品が身近にある暮らしは
豊かです。
どんな森がよい森か，理想的な林業・木材産業を方
向付けるのは，林業従事者，木材産業従事者だけでは
ありません。森林はすべての人にとって，豊かに暮ら
すのに不可欠な存在だからこそ，そこに住む人々とと
もにどんな森づくりしていくか，木材を取り入れたど
んな暮らしをしていきたいかを話し合うべきだと思う
のです。

■ニセコ町の概要
ニセコ町は，町の総面積197.13k㎡のうち13.5％が
ニセコ連峰や羊蹄山といった国立・国定公園に指定さ
れた自然豊かな山岳リゾート地です。人口は5,002人
（2021年1月末）で，2000年比9.8％増となっていま
す。2000年以降，多くの自治体が人口減少する中，
微増傾向にあることが特徴です。特に，外国人住民は
319人（2021年1月末）と，ここ10年で約10倍にな
り，国際的にもニセコの評価が高まっています。
基幹産業は観光・農業で，観光客数は175万人
（2019年度），外国人延べ宿泊数16万人泊（2019年
度）と，観光客の部分でも外国人が増えています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観光
客数は大きく減少しましたが，町に定住している外国
人も多く，コンドミニアムや住宅建設の勢いは衰えて
はいません。
町政においては，2001年に全国初の「まちづくり
基本条例」を施行し，「住むことが誇りに思えるまち
づくり」を基本理念に，「住民参加」と「情報共有」
の2大原則によるまちづくりを進めてきました。町総
合計画基本理念の「小さな世界都市」から「環境創造
都市」への変更，2014年環境モデル都市選定，2018
年SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業選定
など，最近は環境政策に積極的に取り組んでいます。
自治体SDGsモデル事業では，町の市街地に新たに
「街区＝まち」を設けることとしています。この事業
は，これまでのような土地を整備して宅地分譲をして
いくやり方ではなく，コミュニティや交通などのさま
ざまな課題を解決していきながら，CO2の排出も削減
していくというまったく新しいコンセプトで取り組ん
でいます。
一方，ニセコ町は林業・木材産業従事者が少なく，
将来的にも安定的な需要が見込まれるにも関わらず，
住宅建築における域内調達率が著しく低いのが現状で
す。モデル事業の街区を形成していく上でも域内調達
率は重要な要素となることから，役場においても，周
辺自治体の林業・木材加工事業者とも連携しながら，

の導入により，躯体部の外皮性能は0.18W/㎡･kを実
現し，全国の庁舎でもトップレベルに位置する省エネ
性能となっています。さらに，熱と電気をつくるLPG
コージェネレーションを導入し，災害時にはコージェ
ネレーションからの自家発電によって一部の照明やコ
ンセントが使用できるほか，廃熱を回収し建物内部に
供給します。新庁舎の使用開始は2021年5月です。

このように，町産材は，薪や公共建築での建材利用
が主であり，葉や樹皮を活用する事業者も見られます
が，現状では，用途は限定的です。町産材の利用を促
すには，町内周辺で製材・乾燥・加工機能の整備また
はルートの構築や利用促進に向けた情報発信などの取
り組みが求められます。

■みんなで進める森づくり
薪ストーブユーザーの多さに見られるよう，多くの
町民にとって，森は身近な存在です。私自身，薪ス
トーブを自宅に導入し，薪割りをしたり，季節になれ
ば毎週のように家のすぐ近くで山菜を採ったり，暮ら
しと森林が密着しています。だからこそ，そんな豊か
な恵みを生み出す森林がずっと残っていってほしいと
思います。
2019年度の調査でわかった「体系的・継続的な森
林整備」「町産材の利用促進」といった課題を解決す
るため，町では現在，長期的な森林の将来像を見据
え，町の地域特性に応じた森林整備や木材の利活用な
ど，森林づくりの基本理念と方向性を示す「森林ビ
ジョン」を策定しています。また，2019年度調査の
委託先であった株式会社トビムシの協力を得て，
2020年度は3回のまちづくり町民講座を開催しまし
た。町民講座では，『里山資本主義』の著者，藻谷浩
介さんにお越しいただき，地域内経済循環や少子高齢
化の課題解決に林業の振興が重要であることをお聞き
したり，長野県池田町教育長の竹内延彦さんと会場を
オンラインでつないで，自然保育に関するお話をお聞
きしたりしました。いずれも多くの町民が参加し熱心
に耳を傾けました。
よい森づくり，林業・木材産業を方向付けていくに
は，行政だけではなく，森林所有者・林業関係者・町
民のみなさんなど，この町に住む人々が，町の森林を
どのように暮らしにとり入れていきたいか，まずはビ
ジョンの共有が必要です。その上で，ビジョンを実現
していくにはどんな森林づくりをするか，それぞれの
立場でどんな行動・活動が必要かを認識することで，
望ましい森づくりが進められると考えられます。
森づくりもまちづくりの一つです。私も役場職員と
して，「情報共有」と「住民参加」を軸に，今後も町
民のみなさんと一緒によい森づくりを進めていきたい
と思っています。

■参考文献
ニセコ町：「木材等の域内調達率向上へ向けた基礎調
査委託業務」報告書（令和2年3月）.

写真3　ニセコこども館外観

写真4　木材をふんだんに使った内部

写真1　ニセコ町民センター外観

写真2　町民センター内部の共有スペース
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■労働災害の発生状況
労働災害統計3)によると，木造家屋建築での丸のこ
盤による事故が多いようです（図1）。この場合，木
材加工工場にあるようないわゆる「昇降盤」といった
丸のこ盤は建築現場では設置しないと思われるため，
丸のこ盤は携帯型と推察されます。そのため，「丸の
こ等取扱作業従事者安全教育」という携帯型丸のこに
関しての4時間の講習も行われている状況です。これ
は携帯丸のこを片手で持ち，もう一方の手で材料を保
持して鋸断する際に丸のこが材料に挟まり，その反ぱ
つで飛んできた丸のこが身体に当たったり，材料を押
さえていた手指や脚部を切創したりする事故が多いた
めです。

また，木材・木製品，家具・装備品の製造でも丸の
こ盤による災害の割合が高く，取り扱いには注意が必
要です。丸のこ盤による事故といえば，回転している
刃に接触して切創するというのがまず想像されるとこ
ろですが，実はリッパなどによる縦挽きの際に材が反
ぱつすることによる死亡事故が事例集4) ではよく見ら
れます。
さらに厚生労働省HP「職場のあんぜんサイト」の
「機械災害データベース」5)で丸のこの災害事例を見
ると，例えば表2のような「うっかり」の事例も散見
されます。

事例集における事故の多くが，手順を守らなかっ
た，安全装置が無かった，装置を無効にしていた，機
械の稼働中に掃除などで近づいたなどといった人的な
理由がよく目につきます。事例の中には，マフラーや
スカーフが，回転するローラーに巻き込まれて死亡災
害となった事例もあり，実に痛ましい限りです。この
ような「不安全行動」の作業者を注意・指導するのが
作業主任者の職務になります。
労働災害の頻度，深刻度を表す指標として，度数率
と強度率があります。度数率は100万延べ実労働時間
に対する被災者の延べ数，強度率は1,000時間延べ実
労働時間に対する損失労働日数です。損失労働日数は
死亡災害を7,500日とし，残った身体障害や休業日数
を定められた表や式で換算した日数で算出されます。
例えば，500人の事業場で1年間（週40時間×50週
×500人＝100万時間）に2人死亡する災害が発生した
とします。この場合の度数率は2.0となります。一方
強度率は7,500日×2人÷100万延べ実労働時間×1,000
時間＝15.00となります。
図2，3にの度数率と強度率2，6)を示します。製造業

全体の度数率と比較すると木材・木製品製造業では数
倍に及んでいます。さらに，中小規模の事業場の方が
度数率が高く，設備改善，訓練指導の改善で一層の安
全対策が望まれます。強度率は死亡等重大災害により
大きく左右されるので，死亡災害の根絶を目指さなけ
ればなりません1)。

 

「重傷：軽傷：ヒヤリ・ハットが1：29：300の比
率にある」で知られる「ハインリッヒの法則」によれ
ば，労働災害の背後には何千もの，機械などの不安全
状態と，人の不安全行動があります。そして，その割
合は1：9で，人の行動によるものが多いとされてい
るので，危険につながる「行動」をなくしていくこと
も，作業主任者の役割といえるでしょう。そうした
「些細な」ことを，こまめに潰していくことが労働災
害を減らすためには必要となります。
ニュースでは「なぜそのような行動を？」と思うよ
うな事故を目にすることがあります。「あのときこう

していれば」と事故後に後悔しても遅いのです。まし
てや，死亡事故ともなると取り返しがつきません。
「今朝，元気に出勤したのに」と泣く家族がいなくな
るよう，労働災害がなくなることを願ってやみませ
ん。

※本稿は，林業・木材製造業労働災害防止協会　北
海道支部の田村参与の助言をいただきました。

文献
１）林業・木材製造業労働災害防止協会：木材加工用
機械作業の安全　第5版（2019）.

２）林業・木材製造業労働災害防止協会HP：
　　(http://www.rinsaibou.or.jp/)（閲覧2021.1.18）
３）厚生労働省HP職場のあんぜんサイト：労働災害
統計，死傷病報告

　　(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
　　 tok/anst00.htm) （閲覧2021.1.18）.
４）林材業労災防止協会：木材・木製品製造業労働災
害事例集（2001）.

５）厚生労働省HP職場のあんぜんサイト：機械災害
データベース

　　(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/
　　 kikaisaigai. html) （閲覧2021.1.18）.
６）厚生労働省HP：労働災害動向調査
　　(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/44-23.
　　 html) （閲覧2021.1.18）.

■はじめに
木材加工用機械作業主任者とは，労働安全衛生法に
おいて定められている作業主任者のひとつです。労働
安全衛生法と同法関連の政令や規則では，労働災害を
防止するため，木材加工用機械を有する事業場におい
て行なう当該機械による作業については，木材加工用
機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから「木
材加工用機械作業主任者（以下，「作業主任者」）」を
選任し，指揮，点検，措置および監視させることが義
務付けられています1)。
北海道での作業主任者技能講習の登録教習機関の一
つである林業・木材製造業労働災害防止協会（以下，
「林災防」）北海道支部では，講習を年2回程度開催
しており，筆者はこの講師を行っています。今回は作
業主任者技能講習の内容の一部である災害の発生状況
を中心に紹介します。

■技能講習について
林災防とは労働災害防止団体法に基づき，昭和39
年（1964年）9月1日に労働大臣（現：厚生労働大
臣）の許可により設立され，平成元年（1989年）7月
に特別民間法人化された団体です。林災防は林業，木
材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援する
ため，各種の事業を積極的に展開しています2)。
技能講習は，修了試験を含む16時間の講習で，そ
の内容と講習時間は表1のとおりです。受講資格は満
18歳以上で，(1)木材加工用機械による作業に3年以上
従事した経験を有する者，(2)その他厚生労働大臣が
定める者です。ただし，ポリテクセンターの木工科修
了者などで，知識に関する講義が免除になる場合があ
ります。
作業主任者を選任する義務があるのは，帯のこ盤，

丸のこ盤，かんな盤，面取り盤，ルーターを合計5台
以上（送材車付帯のこ盤を有する場合は3台以上）設
置する事業場です。携帯用の機械は対象外ですが，ス
タンドに設置する場合は対象となります。例えば，住
宅建築現場といった「木造家屋建築」でよく見る携帯
用の丸のこは対象外ですが，スタンドに付けると対象
の機械となります。
また，作業主任者の義務が必要のない事業場でも，
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」に基づ
き，次のとおり作業主任者講習を修了した者を配置す
ることが求められています。
「作業主任者の専任を要しない事業場において
は，安全確認者を選任し，その職務を行わせなけ
ればならない。この場合において，安全確認者に
は，前項の技能講習を修了したものから選任する
よう努めなければならない。」
林災防「林業・木材製造業労働災害防止規程」第
312条2(平成29年7月28日厚生労働大臣認可，同
10月26日適用） 

域内調達率・循環率の向上の必要性が認識されるよう
になりました。

■ニセコ町の森林
ニセコ町の森林面積は13,252haで，町総面積の約7
割を占めます。森林資源は，全国および全道の状況に
比べて天然林率が高く，所有形態では私有林が5割，
道有林が5割近くを占め，残りは町有林で，国有林が
まったくないという特徴的な森林構成となっています
（表1）。樹種構成では，人工林は，面積比率ではトド
マツが多いものの，カラマツは9齢級～15齢級（林齢
45~75年）に集中していることから蓄積ではカラマツ
の方が多く，主伐時期の目安を超えています（図1）。

森林の管理は，町有林・私有林は主に南しりべし森
林組合が，道有林は羊蹄林産協同組合が担っていま
す。どちらも蘭越町に事業所を構える林業事業体で
す。林業従事者はニセコ町19人，蘭越町51人（2015
年国勢調査）で，ともに2000年に比べて増加してい
るものの，両町とも65歳以上の割合が全体の4分の1
程度を占めていることから，今後，必要な森林整備を
計画的に進めていくためには，将来にわたって林業従
事者を確保・育成していく必要があります。
町有林は，最近まで十分な間伐が行われていなかっ
たなど，計画的な森林整備がされていない状況にあり
ます。また，町有林および私有林の間に原野商法によ
る細分化された森林が点在し，その大半は不在地主や
所有者不明の状況であるため，森林の集約化や団地化
が難しいという問題を抱えています。

■ニセコ町の林業・木材加工事業者
2019年度，町が委託してとりまとめた「木材等の
域内調達率向上へ向けた基礎調査」報告書によると，
町の第1次産業事業者の山林所有者，森林整備・素材
生産を「森林整備・素材生産」，第2次産業事業者の
製材所を「素材加工」，第3次産業事業者の建設会
社・工務店等，木工製品製作所等を「製品加工・販
売」に分類し，最近の動向や関連する制度改正等の内
容を加えて，表2のように課題が整理されています。

この整理により，町産材の調達率向上に向けた最大
の課題は，「体系的継続的な森林整備が行われてこな
かったこと」にあることがわかりました。この課題が
原因で，計画的な素材生産が行われておらず，生産量
も限定的となっています。こうした背景から，素材加
工や製品加工を行う事業者が町内には存在せず，加工
の過程で近隣町村の事業者，さらには遠方の事業者へ
搬出する中で，他産地の木材と混合して取り扱われ，
「町産材としての木材が流通していない」という現状
につながっています。
町産材が流通していないため，ニーズがあっても調
達は極めて困難です。この課題を解決しない限り，持

続可能な域内循環は実現できません。そのため，森林
整備・素材生産の課題を解決する必要があります。

■町産材利用の現状
（1）薪
2015年に（公財）北海道環境財団が「家庭での
CO2排出実態調査」でニセコ町民300世帯に行ったア
ンケート（回収率27％）によると，回答者の約2割が
薪ストーブを所有しており，道内他自治体と比べると
ニセコ町の薪ストーブ所有率は突出していました。確
かに町内には住宅，飲食店，宿泊施設など多くの場所
に薪ストーブが設置されています。薪の調達は，個人

で自身が所有する林の木を伐採して利用したり，事業
者に直接問い合せて購入したりしているため，使用総
量は不明ですが，林業家，南しりべし森林組合などが
生産する薪が一定量流通しています。
4年ほど前から地域おこし協力隊の卒業生が，自伐
型林業に取り組んでおり，ニセコ町や周辺自治体の森
林から生産した薪が好評を得ているほか，トドマツ
エッセンシャルオイルやシラカバ樹皮のアクセサリー
なども製造しています。自伐型林業とは，高い採算性
を確保しながら，環境保全にも配慮した持続可能な林
業の方法です。

（2）公共建築での利用
2012年，ニセコ町民センターが大規模改修を経て
リニューアルオープンしました（写真1,2）。開口部の
省エネや外断熱の施工，重油ボイラーから地中熱ヒー
トポンプへの転換など省エネ・自然エネルギーの導入
に取り組んだほか，床材には地場産のシラカバを使用
しています。さらに，内部の共有スペースには町内の
木工作家さんによる椅子やテーブルを置いています。

2015年には，それまで小学校の空き教室を利用し
て行っていた学童保育が，児童数の増加により空き教
室が利用できなくなったことから，ニセコこども館
（学童保育施設）を新たに建設しました（写真3,4）。
翌年から運営を開始したこの建物は，町内で伐採した
カラマツを大断面集成材に加工し，構造材や柱に利用
しているほか，内装や断熱材にも木材を使用していま
す。暖房は地中熱ヒートポンプを採用し，建物全体の
断熱強化（窓ガラス三重構造等）により建物の気密性
を高め，徹底した省エネに取り組んでいます。
 

2019年度から2年かけて工事をしてきた役場新庁舎・
防災センターが2021年3月に完成しました（写真5,6）。
この建物は，町産材ではありませんができるだけ道産
材を使用し，フローリングや壁に「町の木」であるシ
ラカバを使用しています。さらに，案内板に木を使用
したり，待合スペースに町内木工作家さんによる椅子
やテーブルを設置したりするなど木材の温かみが感じ
られる内観になっています。高性能断熱材の導入，高
性能窓（木製とアルミの複合サッシトリプルガラス）

■はじめに
よい森とはどんな森でしょうか。理想的な林業・木
材産業とはどんな状態を指すのでしょうか。だれがそ
れを「よい」「理想的である」と決めて，よい森づく
り，理想的な林業・木材産業を方向付けていくので
しょうか。
私は大学で森林科学科に所属し，森林政策を専攻し
ました。先進的な森づくりを行っている国の政策とし
て，北欧やドイツの持続可能な森林経営についても勉
強しました。
日本とドイツを比較すると，国土面積はほぼ同じで
すが，森林面積は日本の方が広く2,500万haあり，森
林率は67％。一方，ドイツの森林面積は日本の半分
以下の1,100万haで森林率は32％。しかし，年間の木
材生産量は日本の約3,000万㎥に対してドイツはその
倍の約6,000万㎥。さらに，林業従事者数も大きく異
なります。統計の取り方が違うため一概には言えませ
んが，日本の林業従事者数は約4万5千人（2015年国
勢調査）なのに対し，ドイツは自動車産業の1.5倍近
い100万人というデータもあります。ドイツでは，森
林官の社会的地位も高く，子どもたちが憧れる職業の
一つという話も聞きます。一体，日本とドイツの違い
はどこからくるのでしょうか。
私は，人々の暮らしと森林の近さが関係しているの
ではないかと考えています。森林は土砂災害を抑えた
り，木材を生産したりするだけでなく，山菜やキノコ
などを育み，人の心を癒してくれます。木造の建物で
過ごしたり，木材を使った製品が身近にある暮らしは
豊かです。
どんな森がよい森か，理想的な林業・木材産業を方
向付けるのは，林業従事者，木材産業従事者だけでは
ありません。森林はすべての人にとって，豊かに暮ら
すのに不可欠な存在だからこそ，そこに住む人々とと
もにどんな森づくりしていくか，木材を取り入れたど
んな暮らしをしていきたいかを話し合うべきだと思う
のです。

■ニセコ町の概要
ニセコ町は，町の総面積197.13k㎡のうち13.5％が
ニセコ連峰や羊蹄山といった国立・国定公園に指定さ
れた自然豊かな山岳リゾート地です。人口は5,002人
（2021年1月末）で，2000年比9.8％増となっていま
す。2000年以降，多くの自治体が人口減少する中，
微増傾向にあることが特徴です。特に，外国人住民は
319人（2021年1月末）と，ここ10年で約10倍にな
り，国際的にもニセコの評価が高まっています。
基幹産業は観光・農業で，観光客数は175万人
（2019年度），外国人延べ宿泊数16万人泊（2019年
度）と，観光客の部分でも外国人が増えています。
2020年度は新型コロナウイルスの影響で外国人観光
客数は大きく減少しましたが，町に定住している外国
人も多く，コンドミニアムや住宅建設の勢いは衰えて
はいません。
町政においては，2001年に全国初の「まちづくり
基本条例」を施行し，「住むことが誇りに思えるまち
づくり」を基本理念に，「住民参加」と「情報共有」
の2大原則によるまちづくりを進めてきました。町総
合計画基本理念の「小さな世界都市」から「環境創造
都市」への変更，2014年環境モデル都市選定，2018
年SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業選定
など，最近は環境政策に積極的に取り組んでいます。
自治体SDGsモデル事業では，町の市街地に新たに
「街区＝まち」を設けることとしています。この事業
は，これまでのような土地を整備して宅地分譲をして
いくやり方ではなく，コミュニティや交通などのさま
ざまな課題を解決していきながら，CO2の排出も削減
していくというまったく新しいコンセプトで取り組ん
でいます。
一方，ニセコ町は林業・木材産業従事者が少なく，
将来的にも安定的な需要が見込まれるにも関わらず，
住宅建築における域内調達率が著しく低いのが現状で
す。モデル事業の街区を形成していく上でも域内調達
率は重要な要素となることから，役場においても，周
辺自治体の林業・木材加工事業者とも連携しながら，

の導入により，躯体部の外皮性能は0.18W/㎡･kを実
現し，全国の庁舎でもトップレベルに位置する省エネ
性能となっています。さらに，熱と電気をつくるLPG
コージェネレーションを導入し，災害時にはコージェ
ネレーションからの自家発電によって一部の照明やコ
ンセントが使用できるほか，廃熱を回収し建物内部に
供給します。新庁舎の使用開始は2021年5月です。

このように，町産材は，薪や公共建築での建材利用
が主であり，葉や樹皮を活用する事業者も見られます
が，現状では，用途は限定的です。町産材の利用を促
すには，町内周辺で製材・乾燥・加工機能の整備また
はルートの構築や利用促進に向けた情報発信などの取
り組みが求められます。

■みんなで進める森づくり
薪ストーブユーザーの多さに見られるよう，多くの
町民にとって，森は身近な存在です。私自身，薪ス
トーブを自宅に導入し，薪割りをしたり，季節になれ
ば毎週のように家のすぐ近くで山菜を採ったり，暮ら
しと森林が密着しています。だからこそ，そんな豊か
な恵みを生み出す森林がずっと残っていってほしいと
思います。
2019年度の調査でわかった「体系的・継続的な森
林整備」「町産材の利用促進」といった課題を解決す
るため，町では現在，長期的な森林の将来像を見据
え，町の地域特性に応じた森林整備や木材の利活用な
ど，森林づくりの基本理念と方向性を示す「森林ビ
ジョン」を策定しています。また，2019年度調査の
委託先であった株式会社トビムシの協力を得て，
2020年度は3回のまちづくり町民講座を開催しまし
た。町民講座では，『里山資本主義』の著者，藻谷浩
介さんにお越しいただき，地域内経済循環や少子高齢
化の課題解決に林業の振興が重要であることをお聞き
したり，長野県池田町教育長の竹内延彦さんと会場を
オンラインでつないで，自然保育に関するお話をお聞
きしたりしました。いずれも多くの町民が参加し熱心
に耳を傾けました。
よい森づくり，林業・木材産業を方向付けていくに
は，行政だけではなく，森林所有者・林業関係者・町
民のみなさんなど，この町に住む人々が，町の森林を
どのように暮らしにとり入れていきたいか，まずはビ
ジョンの共有が必要です。その上で，ビジョンを実現
していくにはどんな森林づくりをするか，それぞれの
立場でどんな行動・活動が必要かを認識することで，
望ましい森づくりが進められると考えられます。
森づくりもまちづくりの一つです。私も役場職員と
して，「情報共有」と「住民参加」を軸に，今後も町
民のみなさんと一緒によい森づくりを進めていきたい
と思っています。
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写真5　ニセコ町役場新庁舎の開口部

写真6　建設中の新庁舎の内部


